








(資料 4) 

(市の減量義務)

第 12条 市は,資源物の分別収集等を行うとともに,物品の調達等に当たって
は,再生品を使用するなどにより,自ら再利用等による廃棄物の減量に努めな
ければならない｡ 
(資源物の所有権)

第 12条の 2 第 28条第 1項の規定により所定の場所に持ち出された資源物の
所有権は,守谷市に帰属する｡この場合において,市長が指定する事業者以外

のものは,当該資源物を収集し,又は運搬してはならない｡



(資料5)

生ごみ処理機等購入費補助金交付状況 

(平成 21年 1月未現在)

年度 種 別 世 帯 米 基 数 交 付 額 

14 コンポストEM容器 81 01 171 2500000
電気式処理 71 ー7 ,5,

,,
~ 1 187000

合 一計 80 2 ,7,8 186500 

15 コンポスト 14 7 358EM容器 8 11 1,,2 260000
電気式処理 54 4 ,8,5 146100

合 計 76 3 ,3,8 154500 

16 コンポスト _61 8 9,,000002 124EM容器 
電気式処理 53 3 ,4,5 133100

合 計 60 3 ,6,6 134500 

コンポスト 1 864000017 EM容器 46 40 10
電気式処理 55 55 ,8,000149

,,

合 計 65 9 ,0,0006 158

18 コンポスト 25 5 15,,EM容器 4 2880000
電気式処理 57 7 401005 18,

合 計 64 66 1
,
48700,9,

19 コンポスト 9 10 243EM容器 4 8 870000
電気式処理 67 67 1,772,

,
000

合 計 80 5 ,0,0008 185

20 コンポスト ･14 14 40EM容器 6 ll .,,12200000
電気式処理 40 0 1,4 92400

900
,000
400

現在までの総利用者数

コンポスト 79 107 223,
･EM容器 75 -0 17311
電気式処理 726 726-19;029,

平成 21年2月1日現在世帯数 21470世帯
利用割合 4

,
0.9% 



(資料 6)

資源ごみ集団回収報奨金制度を利用しましょう

市では,資源ごみを回収する団体 (子ども会,自治会,PTA,その他各

種団体)に対し,回収重量 1kgにつき 5円め報奨金を交付 しています｡

資源ごみをリサイクルすることによりごみの減量につながります｡

また,回収する団体には報奨金が交付されますので,団体活動の資金にも

なります｡回収団体の登録をしてみませんか ? 

◆ 対 象	 子ども会,自治会, PTA,その他各種団体

◆	 回 収 品 目 新聞,雑誌,雑紙,ダンボ-ル,牛乳パック,空き缶 ･

ビン,古布類

◆ 実 施 回 数	 年度内 3回以上 (日程は団体で決める)

◆ 報 奨 金 額	 回収重量 ×5円 (10円未満の端数は切 り捨て)

◆ 報奨金交付	 年 1回 (口座振込み又は窓口現金払い)

◆	 申請 時 期 団体届出書は毎年 4月に提出 (申請書類は生活環境課窓

口に用意してあります) 

◆	 申請･間合先 市役所生活環境課生活環境 G

屯L45-1111 内線 143,144 
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(資料 7)

3月 IB (日) 
亘れいにLJBう｡みん串の力で 利根M河M敷!!

守谷市地先にある広大で自薦にあふれた利根川河川敷は,溝物が茂り,鳥や小動物,虫たちが生息する環
境で,後世に伝え守りたい｢もりやの原風景｣のひとつであり,レジャーやスポーツなど私たちの憩いの場として
活用されています｡しかし反面,心ない人たちにより捨てられた粗大ごみや飲食容器などが多く見受けられる場
所でもあります｡

実行委員会では,市民の皆様や行政･事業所に呼びかけ,利根川左岸河川敷一帯のごみを拾い,敷地を耕
し,秋にはコスモスの花(約3.1ha)を一面に咲かせる活動をしてきました｡これからも,市民と行政･事業所が
力を合わせて,河川敷の自然や環境を守り,協働の花を咲かせていきたいと患います｡
今年のクリーン作戦(ごみ拾い)は3月1日(日)に開催する運びとなりました｡市民の皆さん,ふるってご参加

をお願いいたします｡ 

J?(I-ン作戦の作業状況 
(平成 20年3月実施)

集 合 嶋 稚 (畢虞 27年3月fE)) 
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